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① 台湾概況

台湾基礎データ
約2,340万人（2024年末時点）人口

3万6千平方キロメートル（九州よりやや小さい）面積

台北、台中、高雄主要都市

全島面積の3分の2が高山や林地。島の中部に山地が連なり平地は西に多い。地形

台湾本島の中央を横切る北回帰線を挟んで北が亜熱帯、南が熱帯地域。⾧い
夏と短い冬があり、はっきりとした四季はない。夏から秋にかけては台風が通過。

気候

中国語、台湾語、客家語等言語

漢民族（9割以上）、原住民（16民族）、新住民（台湾籍を新たに取得）民族

仏教、道教、キリスト教宗教

三民主義（民族主義、民権主義、民生主義）に基づく民主共和制。五権分立
（行政、立法、司法、考試、監察）。

政治体制

頼清徳（2024年 5月 20日～）総統

電気・電子、化学品、鉄鋼金属、機械主要産業

名目:7,932億米ドル（2024年速報値）
1人あたり:33,883米ドル（2024年速報値）

GDP

新台湾ドル（NTD） １NTD≒4.7円（2024年12月時点）通貨

邦人・日系団体情報
台湾進出日系企業拠点数 1,496社（2023年10月時点）
台湾日本人会 法人会員 263社（2022年12月末時点）
台北市日本工商会会員企業 490社（2023年3月末時点）

日系経済団体

21,696人（2024年10月時点）台湾在留邦人数

（出所）台湾行政院、内政部、交通部、日本工商会等

北回帰線
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① 台湾概況

（出所）台湾内政部、行政院主計処、国家発展委員会

台湾における人口*

 台湾の人口総数は2024年末時点で、2,340 万人。 「40～44歳」のいわゆる働き盛り世代が人口の中で最も多い割合を占め
る。人口は2019年をピークに減少に転じ、2070年には1,497万人まで減少すると見込まれている。台湾は2025年から、65歳以
上の人口の割合が21％を超える「超高齢社会」に移行すると予測されている。

 中心都市である「台北市、台中市、高雄市」はいずれも台湾西部に位置する。総人口の約3割が、台北市と隣接する新北市に
居住している。

* 人口数と世帯数は2024年末時点、世帯平均可処分所得およびエンゲル係数は2023年末時点。
台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市（背景水色）は直轄市を指す。

（単位）人口・人、世帯・戸、可処分所得・台湾ドル

世帯平均 エンゲル
可処分所得 係数

台北市     2,490,869     1,071,493     1,448,219 28.5%

新北市     4,047,001     1,717,815     1,195,910 25.9%

桃園市     2,338,648        938,118     1,223,521 28.5%

基隆市        361,441        162,896        954,117 27.1%

新竹市        457,242        183,977     1,451,037 28.0%

新竹県        594,641        230,101     1,429,260 22.2%

宜蘭県        449,212        183,842        940,349 28.7%

北部

都市名 人口 世帯数
世帯平均 エンゲル

可処分所得 係数
台南市     1,858,651        746,132        971,186 30.2%

高雄市     2,731,412     1,174,755     1,091,036 29.3%

嘉義市        262,177        105,407     1,128,593 33.2%

嘉義県        478,786        189,096        802,683 32.4%

屏東県        789,239        303,781        909,690 35.4%

澎湖県        107,901          43,918        900,915 28.2%

南部

都市名 人口 世帯数

世帯平均 エンゲル
可処分所得 係数

台中市     2,860,601     1,108,045     1,117,013 26.4%

苗栗県        532,854        204,757     1,115,312 28.1%

彰化県     1,225,675        420,864        967,506 27.7%

雲林県        658,427        253,144        920,910 24.7%

南投県        472,299        184,093        918,211 28.6%

中部

都市名 人口 世帯数
世帯平均 エンゲル

可処分所得 係数
花蓮県        315,374        130,490        868,593 27.3%

台東県        210,219          85,885        789,468 26.2%

金門県        143,601          44,975     1,081,344 28.4%

連江県          13,950           3,896     1,119,051 26.1%

東部および離島

都市名 人口 世帯数
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① 台湾概況

 米は台湾の主要農産品の1つであり、自給率は97.7％。かんしょの生産量は20万トン弱で、自給率はほぼ100％。

 畜産品のうち、肉類では豚肉の生産量が最も多く、約81万トン（自給率は86.3％）。一方で牛肉の生産量は約8, 300トン（自給
率は4.6％）にとどまる。

 野菜、果樹類ではかんきつ類（ポンカン、オレンジ等）キャベツの他、熱帯果樹類の生産量が多い。

 水産品では、かつお類、まぐろ類、貝類（うち約７割がはまぐり）、頭足類（うち約９割がいか）の生産量が多い。

 台湾の食糧自給率（全体）は約30.3％（2023年）であり、直近５年間は減少傾向である。

台湾における主な農水産品の生産量、食糧自給率（熱量ベース）（2023年）

*データは2023年

2018年以降の自給率（全体）推移

台湾における主な農水産品の品目別生産量（2023年、トン） 台湾における主な品目の食糧自給率（熱量ベース）

（出所）台湾農業部

2023年実績
30.3%全体
97.7%米

0.3%小麦

0.2%大豆

99.5%かんしょ

22.7%ばれいしょ

81.9%野菜類
83.7%果樹類
35.1%乳製品類

4.6%牛肉

86.3%豚肉

73.8%家きん肉

97.6%卵類

130.6%水産品

34.7%

32.2%

31.8%

31.4%

30.8%

30.3%

2018 2019 2020 2021 2022 2023

米、小麦、大豆
1,147,898米

3,952小麦
5,955大豆

畜産品

8,312牛肉

813,300豚肉

751,666鶏肉

514,516鶏卵

472,449牛乳

野菜、果樹類
423,434キャベツ
378,620パイナップル
333,362バナナ
198,499かんしょ
187,412グアバ
183,599マンゴー
……
88,409なし
64,499ぶどう
59,012かき
17,302もも
7,060いちご
1,189りんご

87うんしゅうみかん

水産品
147,116まぐろ類
145,324かつお類
86,137さば類
76,595貝類
57,184ティラピア
50,267さんま
47,806頭足類
……
2,537たい類
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ラーメン・鍋用濃縮スープを効率的に台湾の皆様にお届け

天然素材の原料にこだわり、料理の出汁や、ソースのベースとなるブイヨン、コンソメ等の天然調味料の製造・販売

を手掛けるアリアケジャパン株式会社。2006年に南部・屏東にて現地供給を開始。2016年には台湾農業部屏東

農業生物技術園区で移転拡張した新工場を稼働した。

現在はラーメン用、火鍋用のスープを2大商品とし、 OEM生産を中心に台湾域内の顧客に展開。取引先は約

300社にのぼり、ラーメン用は日系、火鍋用は台湾企業の顧客が多い割合を占める。

同社の台湾事業は効率的かつ合理的だ。スープは濃縮で展開し、輸送・保管コストを最小限に抑えた。

また、従前の取引先数は約600社と現在の倍近かったが、大半は個人商店で配送にも時間を要したため、これらの

直接契約を問屋経由に切り替え、安定的な配送と管理体制を実現した。

また、ささいなクレームに対しても無条件に商品を交換する対応を取っていたが、抜本的な解決には繋がらなかったた

め、従業員には、顧客との議論・説得を重視したクレーム対応を心がけるよう指導。その結果クレーム件数は減少。ま

た商品や品質管理に関しても感覚ではなく、何が売れていて何が売れていないのか等データで把握するよう伝え続け

たところ、従業員の意識は確実に変わり、自らが考えて仕事に取り組むようになってきた。

この背景には、台湾社会を取り巻く環境も影響している。少子化傾向にある台湾社会は人材不足問題に直面し

ているうえに、台湾は電子・電機産業に注力しており、台湾南部でも複数の工場新設計画が打ち出されており、状

況改善が期待できないことから業務効率化に重点を置き、サービスのクオリティを維持できるよう取り組んでいる。

設立から17年目を迎え、台湾で数多くの飲食店との取引を経て感じたのは、「進出時に日本の味付けを追求する

かローカライズするのか、何を打ち出したいのか見極めた企業が台湾での地位を築いている」ことだという。

変化する台湾情勢の先読みをしながら、最小限の人材で最大限の成果を生み出せるよう、挑戦は続く。

台灣有明食品股份有限公司
（日本本社:アリアケジャパン株式会社）

現地企業の声① 人材不足の状況下、最小限の人材で最大限の成果を生み出す

出荷されるスープは幅広い料理に使用される

工場前で撮影した社員集合写真

（写真提供）台灣有明食品股份有限公司
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台湾の国・地域別農林水産物輸入

② 台湾における農林水産物・食品の輸入概況

 台湾における2024年の農林水産物の輸入額は、約180億米ドル。

 日本は米国、ブラジル、中国に次ぐ第4位の輸入先に位置づけられており、約10.4億米ドルと、輸入全体の約5％を占めている。

（単位）千米ドル

（出所）台湾農業部

*統計データ（2025年2月時点）参照。

国・地域別割合（2024年）

主要品目
2024年

国・地域順位
割合輸入額

（千米ドル）
①大豆（油糧種子）、②トウモロコシ（穀類）、③その他農産品、
④牛肉（生鮮・冷蔵）、⑤牛肉（冷凍）

21.0%3,783,644米国1

①大豆（油糧種子）、②トウモロコシ（穀類）、③粗精製糖、④
未焙煎コーヒー、⑤たばこの葉

8.7%1,562,160ブラジル2

①酒類、②その他農産品、③合板、④薬用作物、⑤単板8.0%1,433,058中国3

①その他農産品、②酒類、③ホタテ貝（冷凍）、④牛肉（生鮮・
冷蔵）、⑤りんご（生鮮・冷蔵）

5.8%1,040,475日本4

①粉ミルク、②キウイフルーツ（生鮮・冷蔵）、③ナチュラルチーズ④
牛肉（冷凍）、⑤りんご（生鮮・冷蔵）

5.4%967,934ニュージーランド5

①キャッサバ（デンプン状）、①粗精製糖、③ペットフード、④その他
の農産品、⑤広葉樹、木材パルプ

5.0%896,777タイ6

①牛肉（冷凍）、②小麦（穀類）、③牛肉（生鮮・冷蔵肉）、
④羊肉（冷凍）、⑤その他の畜産物

4.6%821,669オーストラリア7

①酒類、②鮭（生鮮冷蔵）、③その他農産品、④その他穀類調
製品、⑤豚肉及びその製品

3.7%665,007イギリス8

①その他林産物、②その他調製品、③エビ（冷凍）、④乾燥カ
シューナッツ、⑤その他農産品

3.5%638,549ベトナム9

①パーム油、②その他農産品、③ベーカリー製品、④広葉樹（製
材）、⑤合板

3.1%564,929マレーシア10

ーー18,007,852合計

米国

ブラジル
8.7%

中国
8.0%

日本
5.8%

ニュージー

ランド
5.4%

タイ
5.0%

オーストラ

リア
4.6%

イギリス
3.7%

ベトナム
3.5%

マレーシア
3.1%

その他
31.2%

米国 ブラジル 中国

日本 ニュージーランド タイ

オーストラリア イギリス ベトナム

マレーシア その他
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② 台湾における農林水産物・食品の輸入概況
 台湾の主要輸入品目において日本産は酒類や牛肉、りんご、ベーカリー製品、ホタテ貝等で高いシェアを誇る。

（出所）台湾農業部

台湾における農水産物の主な輸入国・地域（2024年）

日本の輸出重点品目（一部）の輸入概況（2024年）

（輸入額単位）千米ドル

（輸入額単位）千米ドル

割合3位割合2位割合1位割合輸入額品目No.
10.4%中国16.3%フランス42%イギリス7.8%1,403,482 酒類1
3.6%カナダ37.8%米国58.2%ブラジル7.2%1,287,998 大豆（油糧種子）2

12.4%アルゼンチン37.7%米国49.8%ブラジル6.1%1,095,963 トウモロコシ3
21.1%オーストラリア21.3%パラグアイ42.4%米国4.4%798,163 牛肉（冷凍）4
13.1%日本14.1%オーストラリア71.4%米国2.8%500,047 牛肉（生鮮冷蔵）5

1.7%カナダ17.6%オーストラリア80.6%米国2.3%418,212 小麦6
29.3%ブラジル31.4%グアテマラ33.1%タイ1.9%340,774 粗精製糖7
10.1%パラグアイ26.5%スペイン38.5%カナダ1.6%288,041 豚肉（冷凍）8
10.5%韓国16.4%米国37.2%タイ1.5%277,238 ペットフード9
24%日本25.3%ニュージーランド33.5%米国1.5%272,291 りんご（生鮮冷蔵）10

…………………………
8.4%韓国18.6%マレーシア21.1%日本1.2%211,056 ベーカリー製品16
19%ペルー20.7%日本40%米国0.6%113,627 ぶどう（生鮮冷蔵）31

0.9%ベトナム10.8%中国86.9%日本0.5%93,042 ホタテ（冷凍）37
9.4%ベトナム14.4%日本41.7%韓国0.5%87,996 麺類食品38
13.5%日本19.4%マレーシア31%米国0.5%83,203 焙製コーヒー41

8%スウェーデン9.7%日本27.8%イタリア0.4%75,737 チョコレート及びその他調製食品45
16.2%インド16.2%日本19.9%マレーシア0.4%71,466 コーヒー（その他製品）48

日本が占める割合-対全体
比うち日本

台湾における
品目

輸入額全体

9.3%11,668125,189コメ（精米）

14.7%10,17269,383もも（生鮮、冷蔵）

15.6%8,33753,404かんきつ

71.9%501697かき（生鮮、冷蔵）

37.4%7,39119,763いちご（生鮮、冷蔵）

97.4%2,7322,826かんしょ（生鮮、冷蔵、乾燥）

12.5%1,0718,549切り花

日本が占める割合-対全体
比うち日本

台湾における
品目

輸入額全体

52.4%30,99359,169茶（緑茶）

15.1%6,52443,208清涼飲料水

23.1%184,207797,528菓子

96.5%4,9875,075味噌

57.3%11,74020,481醤油

3.4%41,0101,201,602ウイスキー

3.4%55,4371,609,284牛乳・乳製品
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③ 台湾における農林水産物・食品の物流の概況

 台湾は、7つの国際港と４つの国際空港を有する。日本の農林水産物・食品は、航空便は桃園、船便は基隆、台北、台中、
高雄から輸入されるケースが多い。横浜港、神戸港から台湾各港湾の到着までは平均で5～7日程度の日数を要する。

 加工食品等は、衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）による抽出検査に時間を要するケースもあり、その後の通関手続きを
含め（右下表参照）、引き取りまで１～２ヶ月かかるケースも多い *1。

 生鮮食品等は航空便を使用して出荷するケースが多く、抽出検査の対象にならなければ到着即日の引き取りとなる。検査の対
象になった場合は、検査内容に応じて、１～３日後、引き取りとなる。

高雄港

台中港

台北港 基隆港

蘇澳港

安平港

花蓮港

台湾の主要空港・国際港 日本から台湾への食品輸出の一般的な流れ

（出所）交通部、財政部

桃園国際空港

高雄国際空港
（出所）物流企業ヒアリングに基づく

松山国際空港

輸出にかかる
諸手続き

輸入検疫
TFDAによる検査

輸入通関
販売

日本

輸出検疫
輸出通関

輸出における諸手続き
書類準備

• 原産地証明書
• （対象地域・品目のみ）放射性物質検

査報告書
• （品目により）各種証明書

確認・準備事項
• 成分表示
• 栄養表示記載
• 原産国
• 賞味期限
• （上記確認のうえ）中国語ラベルの貼り

付け、または包装への表示*2 等

台中国際空港

*1 航空便で輸入した場合も1ヶ月、それ以上の日数を要するケースもあり

通関時の審査区分

輸入（納税）申告後直ちに
輸入許可

区分一
簡易審査扱い

税関に通関書類提出し、審査を受
ける

区分二
書類審査扱い

税関職員による現物（抜き打ち）
検査

区分三
検査扱い

*2 台湾着後の通関手続き中に対応するケースも多い

台湾
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③ 台湾における農林水産物・食品の物流の概況～低温物流～
 台湾は北部が亜熱帯、南部が熱帯に属し、1年中温暖な気候にあるため、低温物流の需要が高い。衛生福利部では、冷蔵食

品（7℃以下）・冷凍食品（-18℃以下）を低温食品と位置づけるなど、食品管理における温度帯の分類を定義している。

 台湾の低温物流事情は、輸送・保管とも日本と同等レベルに近い状態にあるが、デコレーションケーキなど形状が崩れやすい食品
の配送サービスには積極的ではない企業もある。物流業務をすべて自社で行う１PL*には、全温度帯の管理に対応しており、台
湾全域へのコールドチェーンを構築している企業が多い。

対象食品分類温度帯

保存期間:12~24時間
例:弁当、サンドイッチ、おにぎり 等一般食品18℃

保存期間:約1~3週間
例:生鮮野菜、果物、牛乳、加工肉
製品 等

冷蔵食品０～7℃

例:畜産品・水産品 等氷温食品-２～2℃

例:肉やクリーム、等ー-10℃

例:冷凍魚介類、冷凍餃子 等冷凍食品-18℃以下

氷、アイスクリーム（保存方法は冷凍
食品と同じ）冷凍食品-20℃

急速冷凍した食品
例:刺身 等

超冷凍
食品-30℃

（出所）台湾衛生福利部

低温食品の分類

 対面販売
‒ 量販店:大潤発（RTマート）、家楽福（カルフール）、好市多（コストコ）
‒ スーパーマーケット:全聯、美聯社、家楽福便利購、農会超市、自由聯盟、楓康
‒ コンビニエンスストア:セブンイレブン、全家（Family Mart） 、Hi-Life、OK-Mart

 非対面販売
‒ ネット販売:Shopee、momo、PChome、Yahoo、楽天、大買家、７net、Gohappy 等
‒ 生鮮食品ネット販売:鮮恰、SUPERBUY、愛上新鮮、悠活農村、台灣好農 等

主要物流企業（1PL）

 全台物流、全聯實業、統昶行銷、美福國際、萊爾富物流 等

* first party logistics の略で、荷主企業自ら所有する物流事業または事業者を指す

 統一、聯華、桂冠、金品、天厨、東和、奇美、碁富、義美 等

主要小売業者

台湾における主要事業者

（出所）ITRI、未来流通研究所

主要メーカー
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④ 日本から台湾への農林水産物・食品の輸出

 2024年の日本から台湾への輸出は、1,703億円と、前年度比11.2％の増加を記録。輸出額全体の12.1％を占めており、 アメ
リカ合衆国、香港に次ぐ第３位にランクインしており、日本産農林水産物・食品にとって大きな市場となっている。

 上位10品目はいずれも昨年（2023年）よりも輸出額が増加した。その他の伸び率が大きい品目として、アイスクリーム等氷菓
（23億円、25.7％増）、米菓（15億円、23.0％増）等が挙げられる。

（出所）農林水産省

（単位）億円

台湾向け農林水産物・食品輸出額の推移 輸出額・主要輸出品（ 2024年）

（単位）% 前年同期比
（％）

金額構成比
（％）

輸出額
（億円）国・地域順位

＋17.817.22,429アメリカ合衆国1

▲6.615.72,210香港2

＋11.112.11,703 台湾3

▲29.111.91,681中華人民共和国4

＋19.86.5911大韓民国5

増減額
（億円）

2023年輸出金額
（億円）

2024年輸出額
（億円）品目順位

＋24135159アルコール飲料1

＋45111156りんご2

＋21100121ホタテ貝3

＋1895113牛肉4

＋58793ソース混合調味料5

＋54146清涼飲料水6

＋13940菓子（米菓を除く）7

＋62835ぶどう8

＋52631ペットフード9

＋62531たばこ10

952 931 
838 903 904 981 

1,245 

1,489 1,532 
1,703

12.8
12.4

10.4
10 9.9

10.6
10.7

11.1 11.3
12.1
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④ 日本から台湾への農林水産物・食品の輸出
 アルコール飲料が２年連続の１位。青果ではりんご、ぶどうが高級小売や日系小売のみならずローカル系でも取扱。

 外食需要をはじめとして牛肉、ホタテ貝(生鮮等)の需要も堅調。調味料類も他国産と差別化できる特色があり引き合いが大きい
。

（出所）財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

2024202320222021202020192018201720162015

アルコール飲料アルコール飲料りんごりんごりんごりんごりんごりんごたばこたばこ1
159億円135億円129億円118億円71億円99億円98億円78億円111億円130億円

りんごりんごアルコール飲料アルコール飲料ソース混合調味料アルコール飲料アルコール飲料アルコール飲料りんごりんご2
156億円111億円120億円93億円67億円62億円59億円53億円98億円99億円

ホタテ貝(生鮮等)ホタテ貝(生鮮等)ホタテ貝(生鮮等)ホタテ貝(生鮮等)アルコール飲料ソース混合調味料ソース混合調味料ソース混合調味料さんごさんご3
121億円100億円112億円87億円65億円59億円59億円53億円55億円73億円

牛肉牛肉ソース混合調味料ソース混合調味料ホタテ貝(生鮮等)ホタテ貝(生鮮等)ホタテ貝(生鮮等)さんごソース混合調味料ソース混合調味料4
113億円95億円80億円77億円57億円54億円44億円36億円47億円51億円

ソース混合調味料ソース混合調味料牛肉牛肉牛肉牛肉牛肉ホタテ貝(生鮮等)アルコール飲料アルコール飲料5
93億円87億円71億円55億円41億円37億円41億円33億円46億円45億円

清涼飲料水清涼飲料水清涼飲料水たばこ清涼飲料水清涼飲料水清涼飲料水清涼飲料水ホタテ貝(生鮮等)豚の皮6
46億円41億円35億円38億円29億円27億円27億円24億円33億円33億円

菓子(米菓を除く)菓子(米菓を除く)菓子(米菓を除く)清涼飲料水たばこ菓子(米菓を除く)菓子(米菓を除く)菓子(米菓を除く)豚の皮ホタテ貝(生鮮等)7
40億円39億円34億円32億円25億円22億円24億円22億円29億円32億円

ぶどうぶどう
キャビア及びその代
用物菓子(米菓を除く)菓子(米菓を除く)さんごさんご豚の皮菓子(米菓を除く)菓子(米菓を除く)8

35億円28億円31億円32億円25億円18億円24億円21億円22億円24億円

ペットフードペットフードたばこぶどうぶどうスープ ブロスコーヒーたばこ清涼飲料水清涼飲料水9
31億円26億円27億円22億円17億円16億円15億円16億円20億円17億円

たばこ
キャビア及びその代
用物ぶどう

キャビア及びその代
用物スープ ブロス緑茶たばこ粉乳ながいもながいも10

31億円26億円24億円20億円17億円15億円15億円15億円13億円13億円
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生活・習慣
 台湾では外食と中食の利用が多い。フードデリバリーも普及している。簡単に調理ができる冷凍食品、半冷凍品、レトルト等のニーズも増えている。都心部を中心に共

働きの家庭が多いこともあり、家で手の込んだ料理を作ることは少ない。50代以降や中南部では自炊率が比較的に高い。

 若い世代を中心にトレンドに敏感。CP値（コストパフォーマンス）を重視する消費者も多い。

 食事・飲酒と目的別に店を選定する傾向がある。食事メインの店でアルコールの種類はさほど多くない。一方で、ワインや日本酒などのお酒を嗜む人々も増加傾向にあ
り、2012年は1.9億リットルだった酒類の輸入量は、2022年に3.26億リットルと1.5倍近く増加しており、都心部では海外産、日本産の酒類の専門店も見受けられ、
海外産の酒類の人気の高さが覗える。

 体を冷やさないよう、冷たいものを摂取するのを避ける傾向があるとされる。台湾の街中にあるドリンクスタンドでは氷の量も調整可能。

嗜好・味の好み

 日本の味付けと比較すると、全体的に「甘味が強い」。特に南部では甘味を好む傾向がある。ソーセージに蜂蜜や、味噌や醤油等に砂糖を加えているものもある。

 薄味を好み、塩味の強い食事は好まない傾向にある。ただしインバウンドの影響もあり日本食は人気だが、味付けでは塩分を控え目に展開する企業も多い。一方で若
い世代や人口の多い都市では、塩分控えめのスープと濃い味のスープ（日本と同様の味付け）を選択できるシステムを導入しているラーメン店もある。

特徴的な飲食店

 鍋料理が浸透しており、夏でも鍋を食べる文化がある。鍋チェーン店も多く、1人で鍋を楽しめる1人１鍋の店も多数ある。
 健康上や宗教上の理由で菜食主義者も増加傾向にあり、 2020年時点で全人口の13％を占めている。肉・魚を使用せず野菜や大豆製品のみで作る菜食料理を

「素食」といい、街中で「素食」の看板が見受けられる。なお、素食製品は5種類*に分類され、素食レストランでは、この分類がメニューに記載されていることもある。

⑤ 台湾人の食生活と嗜好、味の好み

（出所）在台湾日系企業へのヒアリングに基づく

*詳細はP.43の表「台湾における素食（ベジタリアン）定義」参照

日本人から見た台湾人の食生活、嗜好、味の好みの傾向

週末に賑わう火鍋店 素食専門の移動販売店
ドリンクスタンドのメニュー一例
砂糖や氷の量を調整可能1年を通して人気の火鍋は種類も豊富
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安心で美味しい「エキス活用ラーメンスープ」を台湾・アジアで展開

鶏、豚、牛の骨を抽出し、うまみとコクのあるラーメン・鍋スープの生産技術に定評を持つ日
本ピュアフード株式会社。

台湾では2013年に豚肉事業を営む地場企業・嘉一香食品股份有限公司との合弁に
て醇香食品股份有限公司を設立し、ラーメンスープ用製造事業を開始した。

主に日系外食産業にラーメンスープの供給を行っていたが、取引先からの要望を受け、唐
揚げやチャーシューなどの加工肉製造にも業容を拡大。2023年12月現在、屏東県に2工
場を保有している。

台湾人は薄味を好む傾向にあることから、塩分は日本よりも控える（ラーメンスープは2割
、唐揚げは6割減）など味付けのローカライズ化を図る一方で、人口の集中する都市や日
系寿司チェーン店では日本本場の味が好まれるため、敢えて日本と同じ味付けのスープを提
供するなど、顧客ニーズに合わせた商品展開を図っている。

ラーメンスープは台湾のみならずシンガポールや香港への販売を行うなど、グループ会社でも
アジアの重要供給拠点としても位置付けられる。

工場には台湾人をはじめ東南アジアからの労働者も勤務しており、安全で安心で美味し
い高品質の商品をアジアに届けるために、根気強い指導を行い、品質に対する意識向上に
も取り組む。

台湾で事業を行うにあたり重視している点は「台湾では業種・世代・国や地域関係なく関
わり続けることで、思いもしない商機に繋がったり、シナジーが生まれることがある。人との繋が
りは大切にすべき」事だという。組織を越えた横方向への人脈作りにも重きを置いている。

日本と同水準の安心と美味しさを提供し、日本ハムグループのモットーである「食べる喜び」
をアジアの人々に届けていく。

現地企業の声② 現地好みの塩分控えめ・本場日本のオリジナルテイストを両方展開

醇香食品股份有限公司
（日本本社:日本ハム株式会社）

工場外観

オフィス内の一角
日本ハムグループのロゴは台湾・屏東でも掲げられる

（写真提供）醇香食品股份有限公司
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⑥ 台湾における商習慣の特徴

 台湾の祝日は旧暦に基づき設定されているものが多く、特に春節、端午節、中秋節が三大節句として知られている。飲食・外食
産業の繁忙期も連休シーズンと連動しており、大型連休前（春節、清明節、端午節、中秋節）に注文が増える傾向にある。
例えば、中秋節にはバーベキューをする文化があり、肉製品や海産物の需要が増え、相場が一番高騰する時期でもある。

 贈答文化も浸透しており、春節や中秋節には季節限定オリジナルパッケージの菓子製品等も販売される。また、大玉で色味の良
い日本のフルーツも人気である。

 台湾における決算期は12月であり、会計年度は原則として1月1日~12月31日である。

 インボイス方式を採用しており、仕入税額控除の要件とする「統一発票」と呼ばれる制度を採用している。

台湾の主な祝日 統一発票とは

時期（新暦）名称

1～2月頃春節（旧暦:1月1日）

2月28日和平紀念日

3～4月頃児童節

3～4月頃清明節

5～6月端午節（旧暦:5月5日）

9月中～下旬頃中秋節（旧暦:8月15日）

10月10日国慶節

• 台湾におけるインボイス制度に基づいた公的領収書。

• 台湾の営業税は付加価値税（VAT）方式が原則として用いられており、営業税は売り上
げの営業税から、仕入れの営業税を控除して算出しているため、その際に統一発票が必要。

• 統一発票は2か月分を一括して翌奇数月の15日までに国税局への申告が必要。

• 脱税防止および税収安定の観点より、統一発票は「宝くじ」の機能を付け、営利事業者の
発行を促している。奇数月の25日に抽選が行われており、最高当選金額は1,000万台湾ド
ル。なお企業の売買証明に使用する統一発票には宝くじ機能なし。

（出所）在台湾日系企業等へのヒアリングをもとに作成

台湾主要税制

税率税目

5％営業税
（消費税に相当）

20％法人税

税率税目

21％配当送金課税*

15％利子送金課税*

20％ロイヤリティ送金課税*

*日台租税協定適用時は10％
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⑥ 台湾における商習慣の特徴～キャッシュレス決済～

 国家発展委員会は2025年までにモバイル決済の普及率を全体の9割まで高める目標を掲げている。台湾シンクタンクの調査

（18～65歳を対象）によると2021年末時点でモバイル決済普及率は72.2％と、25年には9割に達する見込みと試算している。

 クレジットカードの流通・使用数も2012年比6割以上増加しており、モバイル決済を含めキャッシュレス決済は拡大傾向にある。

（出所）台湾金融監督管理委員会

主なモバイル決済アプリ事業者、1か月あたり*の使用人数・取引額 クレジットカード普及率

*データは2024年11月の使用人数・取引額

請求額有効（使用）数流通数
年

（億台湾ドル）（万枚）（万枚）

17,6282,1503,4082012

19,1332,2563,5952013

20,6832,4373,7392014

22,3182,5363,8522015

24,2222,7024,0702016

26,2322,8034,1732017

28,8362,9574,4032018

32,2303,1924,7392019

30,1963,3005,0122020

31,0773,3795,2632021

34,9023,5605,6242022

41,8603,7775,8112023

42,6423,8905,8612024

*2024年:11月までの累計数値

取引額使用者数（人）事業者名称
（千台湾ドル）

3,587,3536,639,696
一卡通票證股份有限公司
LINE Pay Money

5,669,9096,603,252
街口電子支付股份有限公司
街口支付（JKOPAY）

4,379,8215,197,230
全支付電子支付股份有限公司
全支付

1,129,7973,300,526
悠遊卡股份有限公司
悠遊付（Easy Wallet）

789,5772,176,120
全盈支付金融科技股份有限公司
全盈+PAY

814,4211,522,090愛金卡股份有限公司
icash pay

56,4651,073,838
歐付寶電子支付股份有限公司
欧付宝（O'Pay）

64,945565,232
橘子支行動支付股份有限公司
橘子支付（GAMA PAY）

2,454,0833,300,119その他のアプリも含めた合計
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日系企業が感じた台湾企業の商文化

 親日的な一方、ビジネスに関しては合理的な一面も。日系企業の表
敬訪問の文化はなく、提携打診等は、どのようなシナジー効果を見い
だせるか等を単刀直入に話した方が効率的。

 商品管理のレベル・時間の概念が日本とは大きく違う。突如欠品が
発生したり、その連絡が前日だったりと在庫管理面まで特に気を付け
なければならない。

 業種によっては小売りが帳合先（卸売業者）を起用しているケース
がある。日本では直接取引が主な形態。

 独禁法に対する考え方が異なるように感じ、消費者の利益が最優先
となっている。昨年は小売業界全てにおいて大きな吸収合併が行われ
たが、明らかに独禁法に抵触するような買収であっても、公取の審査
基準はあくまで「消費者の利益」だった。優越的地位を利用したサプラ
イヤーへの圧力という意味では機能していないように感じた。

 個人経営・中堅中小企業は口頭による契約が多い。売買契約書を
締結せず、口頭やFAX注文等で済ます事例も多数。期日の概念が
日本と異なり、支払いが期日までに履行されない例も散見される（徴
求すればすぐに支払う企業が大半）。

⑥ 台湾における商習慣の特徴

 台湾ではSNSが浸透。LINEが広く浸透しており、地場企業では業務連絡や取引等もメールではなくLINEを用いて対応するケー
スが多い。また、外資系企業も含め、宣伝にはFacebookを中心としたSNSを活用するケースが多くみられる。

 在台湾日系企業にヒアリングしたところ、親日的で日本文化への理解は深いが、ビジネス面においては合理的で、日本との違いを
感じることもあるとの意見も寄せられた。一方で、徹底的な指導や信頼関係を構築することにより改善に向かうとの回答もあった。

台湾人が使用している主要SNS（ 2023年）

（出所）遠見雑誌 （出所）在台湾日系企業へのヒアリングに基づく

24.2%

33.3%

36%

60.3%

65.3%

85.3%

90.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

WECHAT

Twitter

TikTok

FB Messenger

Instagram

Facebook

LINE
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⑦ 台湾における食品小売業の動向

 2024年の食品小売業の売上高は、2,929億台湾ドルと前年比1.0％の伸⾧を記録。

（出所）台湾経済部統計処

台湾における食品小売業売上高および前年比推移

3,207 
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* 2いずれのスーパーも日本産食品の取り扱いは一部あり

 台湾における主要食品スーパーはPX Mart、Simple Mart、Carrefour Supermarket等が挙げられる。

 日系食品小売業も積極的な展開を図っており、2023年には日系スーパーのロピアが海外第1号店を「三井ショッピングパーク らら
ぽーと台中」に出店した。2024年12月現在、台中、桃園、新北、高雄に5店舗を出店。総合ディスカウントストア日本最大手「ド
ン・キホーテ」も6店舗（2024年12月現在）展開している。

⑦ 台湾における食品小売業の動向

店舗数
（2024年9月末）

事業者名
（店名）店舗名

1,201全聯實業
（全聯福利中心）

PX Mart 

809三商家購
（美廉社）

Simple Mart

317家福（股）
（家楽福超市）

Carrefour Supermarket

14（好市多）Costco*3

（出所）2023台湾地区大型店舗総覧、台湾経済部商業処、公開情報

台湾における主要食品スーパー*2日本産食品を取り扱う主要スーパー

店舗数
（2024年末）

事業者名店舗名

8遠東都會（股）city'super

22統康生活事業
（家福傘下）

Mia C‘bon（*1）

5新光三越百貨（股）美麗市場

3微風超市（股）微風超市

1裕毛屋企業（股）裕毛屋

日本産食品を取り扱う日系スーパー、食品店

*1 元「JASONS超市」。「家樂福（カルフール）」が買収後、2022年6月に「Mia C’bon」へ名称を
変更した。

*3卸売小売業。

店舗数
（2024年末）

日本名店舗名

5ロピア樂比亞LOPIA

1JA全農日本農産品直營店JAJA

6ドン・キホーテDON DON DONKI 
TAIWAN

12カルディCoffee Farm咖樂迪咖啡廣場 LOPIA LaLaport台中店
青果物や精肉等の日本産食品を豊富に揃えて
おり週末は近隣県からも買い物に訪れる人も多い

台北市内のスーパー
春節シーズンには店頭にギフトが並ぶ
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⑦ 台湾における食品小売業の動向

 台湾における百貨店は、総合小売業（百貨店、スーパー、コンビニエンスストア、量販店）の売上高の中で高い割合を占めてい
るのが特徴。2024年の百貨店の売上高は4,478億台湾ドルと、過去最高の売上高を更新。総合小売業売上高全体の約3割
を占めている。

 また、台湾の百貨店は集客力強化のため人気レストランを誘致していることから、飲食店の売上が比較的高い割合を占めている
。2019年の経済部が調査した百貨店売上比率によると、飲食店の売上高は全体の17％を占めている。

台湾における主要百貨店売上高（2022年）台湾における総合小売業売上高推移

（億台湾ドル）

従業員
（人）

前年比
（%）

売上高
（百万台湾ドル）店舗名（所在地）

2,795-1.574,252新光三越（全域）1

1,286-1.6646,518遠東百貨（全域）2

1,342-1.5341,199遠東SOGO（全域）3

N.A1.6312,634台北101（台北）4

178-0.5911,614漢神アリーナショッピング プラザ（高雄）5

25611.7810,369漢神デパート（高雄）6

17917.396,669南紡ショッピングモール（台南）7

1701.536,600ビッグシティー ショッピング モール（新竹）8

215-9.315,513環球購物中心（グローバルモール）（全域）9

N.A17.372,903誠品生活（全域）10

（出所）経済部統計処

（出所）中華徴信所Top5000
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 台湾はコンビニエンスストアの密集度が世界第二位であり、7-Eleven、Family Martが大宗を占め、店舗数は合計12, 000店舗以
上となっている（2023年末時点）。

 密集度が高いことより、店舗や商品の差別化による集客に注力しており、イートインスペースやメニュー、商品を充実させ、飲食店、ス
ーパーとしての機能をより高めた店舗も展開されつつある。

 例えば、統一グループ傘下のセブンイレブンは、同グループ系の飲食店（ミスタードーナツやコールドストーンなど）とのコラボレーション
による店舗を展開。ファミリーマートは2022年より「FamiSuperセレクトショップ」にて、すぐ食べられる冷凍食品や半調理品、生鮮食
材を販売する等、スーパー化した店舗を新たに展開をしている。

 また、店舗網を活かし、EC、予約販売、並びにLINEグループ等による共同購入（団購）の受取店舗の機能を果たす等、日本に
はないサービスも実施。春節などのギフトシーズンには、和牛等も販売されるなど、取扱商品も拡大傾向にある。

店舗数
（2023年末*）事業者名店舗名

6,859統一超商7-Eleven

4,234全家便利商店FamilyMart

1,542萊爾富國際Hi-Life

880來來超商OK-Mart

台湾における主要コンビニおよび店舗数

⑦ 台湾における食品小売業の動向

（出所）2023台湾地区大型店舗総覧

空港近くの店舗ではイートインスペースを
飛行機機内風に演出

• スーパー一体型のコンビニは青森直送のりんごなどのクオリ
ティ高い生鮮食品や輸入ワインなどが並ぶ

• イートインスペースも席数豊富に設置されており、店頭に並
ぶパンや総菜、お弁当、冷凍食品、半調理品を温めて食
べたり、コーヒーを飲んだりして寛ぐことができる

*Hi-Life、OK-Martは2022年末。
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日本各地の「本物」を届ける100％無添加スーパー
台湾中部最大の都市、台中市に店舗を構えるスーパーマーケット「裕毛屋」。

店内自製商品は100％無添加商品のみを取り扱い、台湾内はもちろん中国やASEANに居住する健康意識の高
いお客様も買い物に訪れる等、本物を取り扱う高級スーパーとして知られている。

店内には日本各地の意欲ある生産者の特産品をはじめ9,000品目を超える「無添加」自社開発商品が陳列
されており、消費者の健康に有益な商品を提供し続けている。

董事⾧である謝氏は日本留学経験者で高品質な日本産品を台湾に届けたいという想いにより裕毛屋を1988

年に開業。
董事⾧や社員らが自ら日本の各自治体・生産者のもとに足を運び、丹精込めて作り上げられた価値ある商

品を共に開発し、同社日本法人である株式会社裕源経由で輸出し、裕毛屋での展開を図っている。
日本の各自治体には物産展の開催スペースを無償で提供し、自治体関係者が売り場に立つことで台湾消費

者の反応や生の声を把握できるようにした。既に 33以上の道府県市町が物産展を開催しており、好評商品
の継続販売も行う。

台湾の人々はもともと「医食同源」の思想のもと良い食材を摂取し、健康になるという意識が高かったが、
コロナ以降は日本以上に本物を追求する姿勢が強くなったと謝董事⾧は分析する。

日本の高品質な産品を1人でも多く知ってもらいたいと、23年7月に石川県特産の高級ぶどう「ルビーロマ
ン」を初競りで過去最高額160万円で落札し、台湾で販売。本ニュースは日台双方で取り上げられ、結果的
に「ルビーロマン」を台湾・日本並びに全世界の人々に知ってもらう機会になったという。

良いと判断した商品の台湾展開には惜しみない協力を注ぐ裕毛屋。オフィスには日本の自治体をはじめ各
国政府からの感謝状等が掲示され、信頼度の高さが窺える。

台湾のみならず世界中の人々に「本物」を伝え続け、世界No.1のSuper Nature Mart無添加生鮮スーパー
を目指す。

裕毛屋企業股份有限公司
（日本法人:株式会社裕源）

現地企業の声③ 安心・安全・自然・健康・ECOを基本原則とする100％無添加スーパー

裕毛屋（台中市）外観

店内にズラリと陳列される各地の特産フルーツ

種類豊富な北海道牛乳は100％自社で輸入

（写真提供）株式会社裕源
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⑧ 台湾における外食産業の動向
 台湾における2024年の飲食店の総売上高は合計で10,377億台湾ドル（約4.7兆円）と過去最高額を記録。コロナの影響を

受けた2020年、2021年以外は増加傾向にある。なお、飲食店はレストラン、飲料店（カフェ、ドリンクスタンド等）、その他（屋
台等）の3種類に分類される。

（出所）経済部統計処

台湾における飲食店売上高および前年比推移

前年比（％）

3,546 
4,044 4,385 4,616 4,980 5,347 

5,797 5,916 6,170 6,353 6,059 
5,584 

6,729 

8,152 8,387 

220 

249 
276 

308 
344 

378 
415 430 

444 447 
367 

337 

399 

582 
659 

489 

546 
597 

685 
743 

813 

897 971 
1,028 

1,075 
1,074 

1,067 

1,194 

1,286 
1,331 

12.9% 13.7%

8.7%
6.7%

8.2% 7.8% 8.7%

2.9%
4.4%

3.0%

-4.8%
-6.8%

19.1%
20.4%

3.6%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年

レストラン その他 飲料店 増加率（％）

売上高
（億台湾ドル）
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10,020
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⑧ 台湾における外食産業の動向～主要外食チェーン～
 台湾を代表する外食チェーン店を展開する企業は、日本食カフェや洋食等幅広い分野を手掛けている。六角国際事業（京都

勝牛）や安心食品服務（モスバーガー）など日本の飲食ブランドをFC展開している台湾企業もある。

 またFC形態でなくとも、台湾で展開される外国料理として、日本食（焼肉、しゃぶしゃぶ、ラーメン）も比較的多い。

 欧米系ファストフード店等も多数進出しており、2022年末でスターバックスは547店舗、マクドナルドは411店舗など多店舗展開を
図っている。

 カフェ人気が高く、台湾オリジナルカフェチェーンの「路易莎（LOUISA）」、「丹堤（dante）」が有名。また街の至る場所にはドリ
ンクスタンドがあり、「50嵐」や「清心福全」が代表的な店として挙げられる。

台湾の主要外食産業・展開ブランド 台湾の主要外食チェーン店（日本を除く外資）

（出所）台湾連鎖加盟協会「2023台湾連鎖店年鑑」、公開情報

店舗数*種類日本名店舗名

547カフェスターバックス星巴克

411ファストフードマクドナルド麥當勞

288ピザピザハット必勝客

185フライドチキンケンタッキー肯德基
* 2022年末

街中の火鍋店入口
スタイリッシュなカフェも多数

代表的なレストラン・カフェ企業名

京都勝牛、日出茶太（Chatime）六角国際事業

モスバーガー安心食品服務

路易莎咖啡（Louisa Coffee）路易莎職人咖啡

八方雲集、丹堤（dante）八方雲集国際

スターバックス悠旅生活事業（統一グループ）

50嵐五十嵐企業股份有限公司

清心福全清心福全股份有限公司

王品牛排、Tasty、陶板屋、原燒、聚北海道昆布鍋、藝奇、夏
慕尼、品田牧場等王品餐飲

漢來海港、漢來名人坊、漢來蔬食、漢來上海湯包等漢來美食

饗饗、饗食天堂、開飯川食堂、饗泰多等饗賓餐旅

瓦城非常泰、1010湘、大心等瓦城泰統

乾杯燒肉、老乾杯、和牛47、高木和牛食堂等乾杯（KANPAI）

這一鍋、85度C開曼美食達人
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⑧ 台湾における外食産業の動向～日本発外食ブランド～

（出所）台湾連鎖加盟協会「2023台湾連鎖店年鑑」、公開情報

多店舗展開を図る日本発チェーン店（店舗数は2022年）
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日本からの宿泊・飲食業投資件数の推移

（出所）台湾経済部投資審議委員会

（単位）%（単位）件

 日本から台湾へのホテル・飲食業にかかる投資件数は2012年以降急増し、2021年以降はコロナ禍の影響を受けながらも平均
して年間20件台の投資件数を維持している。

 台湾で多店舗展開を図る日本発の外食ブランドは、直営店やFC展開、ライセンス契約など手法は多岐にわたる。

店舗数ブランド名店舗数ブランド名
ラーメン寿司

22らあめん花月嵐50くら寿司
16博多一風堂35スシロー
9東京豚骨ラーメン 池袋屯ちん９はま寿司
6太陽のトマト麺６がってん寿司
5ラーメン凪2美登利寿司
4らーめん山頭火焼肉

しゃぶしゃぶ・すき焼き18牛角
29モーモーパラダイス8焼肉ライク

牛丼とんかつ
62吉野家38とんかつさぼてん
62すき家24和ごころとんかつあんず
4松屋7とんかつ・カツ丼 かつや

天丼7とんかつ専門店「かつ政」
7金子半之助4とんかつまい泉

餃子4とんかつ かつ勢
5大阪王将定食等
2餃子の王将44大戸屋

うどん21やよい軒
49丸亀製麺5まいどおおきに食堂
7宮武讃岐製麺所5東京純豆腐

カレーファミリーレストラン
28カレーハウスCoCo壱番屋9ジョイフル

串揚げ2藍屋
4串家物語
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日本秘伝の味を台湾でローカライズ化
2000年代前半に台湾に第一号店を開店した日系飲食チェーン店のA社。2023年現在は台湾全域に

20店舗以上を展開している。店は常に幅広い層でにぎわいを見せている。
日本では屈指のチェーン店として知られる企業だが、台湾で顧客が定着するまでには、苦労を経

験した。進出当時は敢えて日本と同じ味付けや同一メニューを展開したが、反響は芳しくなかった。
試行錯誤を重ねた結果、味付けや調理方法など現地の嗜好に合わせて甘目の風味に変える等メ
ニューのローカライズ化を図り、立地戦略面においては路面店から百貨店やモール内への出店に変
更したことにより客数は増加に転じた。

台湾進出より20年近く経過した現在も、現地嗜好に沿ったメニューの打ち出しを継続しており、
日本で好評の味付けを現地風に若干のアレンジを加えたり、日本展開メニューをベースに台湾人好
みの商品ラインアップを心掛けている。特に台湾では麻辣鍋が日常食となっている為、麻辣風の商
品が好評という。また、集客面においては、SNSを活用しショート動画等をアップしたり、 普段か
ら当店を想起してもらえるような打ち出しを進めたり、台湾の祝日や連休に即してキャンペーンに
よる集客施策を実施する等の工夫を凝らす。

日台往来も回復したコロナ禍後の2023年。日本のA社店舗には、台湾人観光客が列を成す光景が見
られるようになった。来店の目的を聞いてみると日本のメニューを味わうことも訪日の楽しみの１
つという。⾧きにわたる台湾での努力は、インバウンド需要の取り込みにも繋がっている。
台湾文化を汲み取ったローカライズ化を図りながらも、根幹となる日本の秘伝の味や方針は変える
ことなく取り組み続けるA社。日本・台湾両サイドでファンを増やしていく。

文化面

 アルコール比率が低い。飲食店ではおなか一杯食
べられることに重きをおいている傾向がある。

 厚切り肉に価値を感じる印象を受ける。

嗜好面

 全体的に甘味が強い。

 海鮮の人気が高いため、海鮮メニューを充実。

行動面

 SNSを駆使した集客が有効。

 中秋節（旧暦の8月15日）は祝日であり、バーベ
キューをする習慣があることから、飲食・外食産業は
活況を呈し、1年を通じて1番の繁忙期。

従業員とのコミュニケーション

 日本と比較すると衛生等に対する意識がまだ低い
印象を受けるため、基本的な事を徹底して指導す
る必要がある。まめな指導で改善は図れる。

A社が感じる台湾食文化

外食産業A社

現地企業の声④ 台湾全域に店舗展開、日台両サイドでファン作り
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⑨ 台湾における食品EC市場の動向

 小売業の売上高におけるECの割合は年々上昇し、食品においても同様の傾向だが、前者は10％程度であるのに対し、後者は
5％程度にとどまっている。2021年は新型コロナウィルス感染の広がりを受け、大きく伸⾧したが、2022年以降は、消費者が実店
舗に回帰したことにより伸びは鈍化した。

 なお、一部の生鮮専門ECや生鮮サプライチェーンを持つ実店舗事業者が運営するEC （右下の表参照）は持続的に成⾧して
いるとの見方もある。

（出所）台湾経済部統計処 （出所）未來流通研究所、各社HP、公開情報

概要事業者名

台湾で7-11を展開する統一Gが、2020年に開始し
た、新鮮な食材を消費者に提供するサービス。全国
各地の漁業会と提携、また、高品質の和牛等を提
供。

鮮拾

2012年に設立されたスタートアップ企業で、2020年
に売上高10億台湾ドルを突破。自社ブランドの生鮮
食材を24時間以内に配送。冷凍食品が中心。

i3Fresh 愛上新鮮

2017年に設立され、生鮮果物・野菜を中心に提供。
日本産品も取り扱い。2023年には実店舗も開店。

放心初蔬果網

大手スーパーマーケットの全聯が、2021年の初めに
開始した、Uber Eats、foodpanda等によるリアル店
舗から商品を配送するサービス。

全聯小時達服務

小売業売上高とEC割合推移 成⾧する食品EC事業者例

（単位）億台湾ドル

2,840 
2,658 
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⑩ 台湾の経済概況

 2021年は半導体需要の伸⾧により設備投資と輸出好調を背景に6.6％の経済成⾧率を記録したが、2022年は世界経済の低
迷を受け、2018年以来の2％台を記録した。2023年は緩やかな改善基調が続くものの、世界経済の減速を背景に、1.4％ *1に
鈍化し2009年（-1.61％）以来の低水準となる見込み。

 2023年一世帯当たりの平均所得金額は約114万台湾ドル。富裕層・アッパーミドル層に位置づけられる第四、第五分位が台湾
全世帯の6割以上を占める。

（単位）米ドル （単位）％

1人あたりGDP、経済成⾧率、消費者物価指数前年比推移 所得五分位階級別1世帯当たり平均所得金額（2023年）

（出所）台湾行政院主計處

各分位の割合および平均所得金額の前年比（2023年）

*公表日は2024年1月31日

*25年予測値の公表日は2024年08月16日

金額（台湾ドル）部類

1,136,708全体平均
375,828第一分位（最低所得層）
687,207第二分位
976,721第三分位

1,341,995第四分位
2,301,788第五分位（最低所得層）

第一分位
6.61% 第二分位

12.09%

第三分位
17.19%

第四分位
23.61%

第五分位
40.50%

増加率部類
2.54%全体平均
3.00%第一分位
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2.73%第四分位
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⑩ 台湾の経済概況
 一世帯あたり平均消費支出のうち、食品・飲料および宿泊・外食は合計で242,777台湾ドルと全体の約3割を占める（2023年）。

 消費支出に占める宿泊・外食費の上昇が見られるが、これは女性の社会進出が進み、外食の利用が増えたことが要因と考えられる。

（出所）台湾行政院主計処

家計消費支出に占める食費・飲料、宿泊・外食の割合推移 台湾における家計消費支出詳細（2023年）

（単位）台湾ドル （単位）%

15.3
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消費支出に占める割合（食品・飲料）（右軸） 消費支出に占める割合（宿泊・外食）（右軸）

4人3人2人1人全体平均項目

163,874133,64098,25948,837122,8971.食品および飲料

11,0879,9686,8124,8938,8142.酒・タバコ、ビンロウ

33,19425,27116,42910,09222,8293.被服および履物

246,642217,649195,864153,346207,3434.住居、光熱・水道

32,28828,18720,72113,37724,7805.家具・家事用品

182,886169,253133,00469,193152,4136.保健医療

115,47985,81955,14129,33675,7007.交通

35,04227,94717,52710,18824,2688.通信

52,17238,47227,26617,52534,9099.娯楽・文化

64,50323,0743,29830025,16210.教育

183,472135,68881,99743,903119,88011.飲食店・ホテル

56,06146,43333,03523,31342,31012.その他消費支出

1,574,0021,277,701884,950536,9801,136,708可支配所得

1,176,701941,402689,353424,304861,305消費支出

397,301336,300195,597112,676275,402貯蓄

2,027,6551,625,5731,116,855691,6611,443,071所得総額

（単位）台湾ドル
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 2024年の台湾からの訪日者数は過去最高の604万人を記録し、韓国、中国に次ぐ３番目を占めている（新型コロナウイルス
感染拡大前、2019年の489万人を大幅に更新）。台湾の約4人に1人が日本を訪れた計算となる。

 特に６月～８月の夏季における来訪者が多く見られる。
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⑪ 台湾の訪日者数推移

（出所）日本政府観光局、台湾交通部観光局
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⑪台湾の訪日者数推移（訪日者へのアンケート）

 訪日旅行への期待内容として、「日本食を食べること」が最も多く、また、「日本の酒を飲むこと」も3割強の回答者から選ばれてお
り、日本食の関心の高さが伺える。

 支出額における「飲食費」は、「買い物代」「宿泊費」に次いで多く、2019年時点では2.6万円。

訪日台湾人の訪日旅行への期待内容 訪日台湾人の日本滞在中の1人当たりの支出額推移

（出所）日本政府観光局

（単位）％

2.2 2.3 2.3
2.5 2.6 2.7 2.6

2.8
2.6

0

1

2

3

4

5

6

7

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

宿泊費 飲食費 交通費

娯楽等サービス費 買い物代 その他

（単位）万円



3333

目次

1. 台湾の農林水産物・食品市場動向
① 台湾概況

② 台湾における農林水産物・食品の輸入概況

③ 台湾における農林水産物・食品の物流の概況

④ 日本から台湾への農林水産物・食品の輸出

⑤ 台湾人の食生活と嗜好、味の好み

⑥ 台湾における商習慣の特徴

⑦ 台湾における食品小売業の動向

⑧ 台湾における外食産業の動向

⑨ 台湾における食品EC市場の動向

⑩ 台湾の経済概況

⑪ 台湾の訪日旅行者数推移

2. 台湾の農林水産物・食品に係る主な規制
① 残留農薬、汚染物質規制

② 食品添加物規制

③ 放射性物質規制

④ 動植物検疫規制

⑤ 容器包装、食品表示規制

⑥ 有機農林水産物に関する規制



34

1. 台湾の農林水産物・食品市場動向 2. 台湾の農林水産物・食品に係る主な規制

34

台湾の農林水産物・食品に係る主な規制

 台湾では、 11桁のcccコードを利用して貨物を分類している。前半６桁はHSコードと同一、後半５桁は独自の分類となっている。
（例:ホタテ貝及びその他のいたやがい科の軟体動物（活、生鮮）: 0307.21.00.00-5）

 日本から台湾へ農林水産物･食品を輸出する際は、台湾が定める食品衛生、動植物検疫、食品表示等に関する各規程に適合
する必要がある。

 例として、輸出品目に応じて、基準値（残留農薬、重金属など）への適合、証明書（衛生証明書、輸出検疫証明書、製造証
明書など）の添付、輸出施設の認定（食肉、一部の青果物など）、中文による食品表示等が必要となる。

 東京電力福島第一原子力発電所事故の発生に伴う輸入規制が残っており、放射性物質検査報告書、産地証明書の添付が
求められる品目がある。

• 酒類を除いた全ての食品（福島、茨城、栃木、群馬、
千葉産）

放射性物質検
査報告書および
産地証明書

1

• 酒類を除く全ての食品（４７都道府県）産地証明書2

台湾の日本産食品輸入規制措置（2024年9月25日以降）

（出所）台湾衛生福利部食品藥物管理署

食品安全

• 食品安全衛生管理法

• 食品安全衛生管理法施行細則

• 農藥殘留容許量標準

• 食品中污染物質及毒素衛生標準

• 動物産品中残留農薬容許量標準

• 食品中微生物衛生標準

• 食品中原子塵或放射能污染容許量標準

分野別の主な関連規制

動物検疫、植物検疫

• 動物傳染病防治條例

• 植物防疫檢疫法

• 中華民國輸入植物或植物產品檢疫規定

食品表示

• 食品安全衛生管理法

• 包裝食品營養標示應遵行事項

• 包裝食品宣稱為素食之標示規定

• 食品過敏原標示規定

• 包裝食品含基因改造食品原料標示應遵行事項
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① 残留農薬、汚染物質規制

 残留農薬規制は、ポジティブリスト制度を導入しており、「残留農薬許容量基準（農藥殘留容許量標準 ）」を定めている。

 汚染物質規制として、「食品中の汚染物質及び毒素衛生基準（食品中污染物質及毒素衛生標準）」を定めている。

 残留動物用医薬品規制として、「動物製品残留農薬許容量基準（動物産品中残留農薬容許量標準）」を定めている。

 その他、「食品中の微生物衛生基準（食品中微生物衛生標準）」において、乳製品やベビーフード、生鮮食品、飲料水などに
対して、食中毒を引き起こす微生物の基準を定めている。

（出所）台湾衛生福利部食品藥物管理署

「残留農薬許容量基準」概要

「食品中の汚染物質及び毒素衛生基準」概要

「食品中の微生物衛生基準」に定められる食品

要旨

• 許容量及び実測残留農薬量は、すべて市販型の重量を計算基準とする残留農薬の検査は農薬そのも
のとその代謝産物を含む

• 動物製品を除く食品中の農薬残留量は、農薬残留許容量基準表及び外因性農薬残留許容量基準
表に適合しなければならない。

• 詳細は附表一（許容される残留農薬の一覧表）及び附表二（外源性農薬の許容量）のとおり。この
表に記載されていない者は、検出することができない付表三（残留許容量が定められていない農薬一覧
表）の農薬の安全性が高い場合には、許容量を免除し、残留量は検査しない

• 附表四には使用が禁じられている農薬一覧を定めており、附表五には農薬残留許容量標準表中で使用
できる作物分類を定めている

項目

汚染物質の定義:食品の製造、加工、ブレンド、包装、輸送、貯蔵、販売中に、生成あるいは汚染ま
たは環境により汚染された、食品に意図されず存在するもの

1

毒素の定義:真菌毒、海洋生物毒および植物天然毒を指す2

食品中の重金属含有量の最大基準値の規定3

食品中の真菌毒の最大基準値の規定4

食品中のその他の汚染物質および毒素の最大基準値の規定5

項目

乳製品１

ベビーフード２

弁当・総菜などの中食３

包装された飲料水および清涼飲料水４

冷凍食品５

インスタント食品６

液卵類７
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① 残留農薬、汚染物質規制

 衛生福利部の公表データによると、 2024年に日本から輸出し、台湾の水際検査において不合格となった事例は、113件（容器
具の基準違反除く）。最も多い事例は「いちごの残留農薬基準値超過」で32件であった。続いて、みかん、メロン、キンカン、ねぎの
農薬残留基準値超過が見られた。また、キビナゴ、ホタルイカなどの「水産物のカドミウム基準値超過」のケースも多い。過去には加
工食品（インスタントラーメンのかやく）より農薬成分が検出され不合格になった事例もある。

 違反回数の多い品目に関しては、通常のサンプル検査の抽出比率よりも高い抽出比率が適用される「強化サンプル検査」に指定さ
れる。2024年1月～12月の間、日本からの輸入品については4品目が指定されている。

 「邊境檢驗不符合食品資訊查詢*」では、水際検査不合格の情報が随時公開されており、当サイトなども参照しつつ、台湾の残
留農薬基準に遵守した生産および輸出が重要である。

 衛生福利部は、定期的に残留農薬許容量基準の見直しのパブリックコメントを実施。

主な理由件数名称

農薬残留28いちご

農薬残留4ぶどう

農薬残留4大葉

重金属含有4ホタテ

許容量基準超過により不合格になった主な品目

*邊境檢驗不符合食品資訊查詢HPは以下を参照
https://www.fda.gov.tw/UnsafeFood/UnsafeFood.aspx

品目CCCコード

その他生鮮・冷蔵のかんきつ類0805.90.00.00.8-A

いちご（生鮮）0810.10.00.00.8

メロン（生鮮）0807.19.10.00.2

うんしゅうみかん（生鮮）0805.21.10.10.8

強化サンプル検査指定品目（2025年2月時点）

（出所）台湾衛生福利部食品藥物管理署

（2023年）
主な理由件数名称
農薬残留32いちご

農薬残留18みかん

農薬残留10メロン

農薬残留7キンカン

農薬残留6ねぎ

重金属含有3キビナゴ

重金属含有３ホタルイカ

（2024年）
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② 食品添加物規制

 食品添加物規制は、ポジティブリスト制を導入しており、「食品添加物の使用範囲および許容限度ならびに規格基準（食品添
加物使用範圍及限量暨規格標準 ）」にて、添加物の使用範囲・用途および使用上限を定めている。当該規格基準に記載さ
れていない食品添加物は、食品への使用が禁止されている。

 規格基準には、13種類の香料化学物質を含む計798物質が掲載され、また酵素製品も1つの項目として掲載されている。新し
い食品添加物は、中央所轄官庁の許可を取得する必要があり、許可された内容に変更がある場合にも中央所轄官庁による事
前許可を取得する必要がある

（出所）台湾衛生福利部食品藥物管理署

食品添加物の使用範囲および許容限度ならびに規格基準概要
当該基準は、食品衛生管理法第18條第1項に基づき規定されている（第１条）。
使用する食品添加物は別表１の規定に符合しなければならず、
記載の無い食品添加物は使用不可（第２条）。
また、規格については別表２の規定に符合しなければならない。（第３条）

別表１

798種類の添加物について、以下の機能・用途に区分に分けて掲載。
それぞれについて「品名」「使用食品の範囲及び上限量」「使用用途の制限」が定め
られている

1.防腐剤 2.殺菌剤 3.抗酸化剤 4.漂白剤 5.保色剤
6.膨張剤 7.品質改良剤、醸造用および食品製造用剤
8.栄養添加剤 9.着色剤 10.香料、11.調味剤、11-1.甘味料
12.増粘剤 13.結着剤 14.食品工業用化学薬品 15.載体（キャリア）
16.乳化剤、17.その他

別表２

各食品添加物の規格について細かく規定されている。

参考リンク先
「食品添加物の使用範囲および許容限度ならびに規格基準」については、
以下リンク先の衛生福利部HPにて確認可能。

食品添加物使用範圍及限量暨規格標準
https://consumer.fda.gov.tw/Law/FoodAdditivesList.aspx?nodeID
=521&rand=338041399

また、台湾含む各国・地域の添加物等の規格基準について、農林水産省下記ペ
ージにおいて日本語の情報を公開している。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/shokuhin-
kikaku/index.html

（左）上記 衛生福利部HP
食品添加物の機能・用途ごとの検
索や、キーワード検索が可能。
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③ 放射性物質規制

 「食品中の放射性降下物或いは放射能汚染の安全基準値（食品中原子塵或放射能污染容許量標準）」にて食品中の放
射性物質の基準値を定めている。台湾への輸出にあたり、放射性物質検査報告書等の添付が必要な品目はP.34を参照。

 台湾側水際では、福島、茨城、栃木、群馬、千葉県産品は全ロット検査が行われている。また、左記5県以外の42 都道府県
の野菜・果実、水産物、海藻類、乳製品、飲料水、乳幼児用食品、茶葉は水際検査結果等に応じて検査頻度を調整して検
査が行われている。

 衛生福利部食品藥物管理署は日本からの輸入食品の放射性物質検査の結果を1週間ごとに公表している。これまで、微量の
放射性物質が検出されたのは、255サンプル（2024年末時点）であり、いずれも台湾及び日本の基準値は超過していない。
※https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=2356

（出所）台湾衛生福利部食品藥物管理署

「食品中原子塵或放射能污染容許量標準」で定められた限度量 日本輸入食品の放射物質検査状況（2024年末時点）

Cs134
+Cs137I131放射性核種

食品の種類

50 Bq/kg55 Bq/kg乳及び乳製品

50 Bq/kg55 Bq/kgベビーフード

10 Bq/kg100 Bq/kg飲料及び飲料水

100 Bq/kg100 Bq/kgその他食品

（1）（2）

注:本基準は、原子力又は放射能による汚染が発生した可能性がある時に適用される。
突発事件及び悪意的な行動を含む。

(1) 乾燥及び濃縮されたもの等、水で戻してから食用に供する原料（例:きのこ、海藻類、
魚介類及び野菜）は、水で戻した後、食用に供する状態で「その他食品」の限度量を
適用する;但し、海苔、小さな干し魚、スルメ、干しぶどう等の乾燥した状態で食用に
供するものは、直接「その他食品」の限度量を適用する。

(2) 茶葉は飲用の状態（抽出し茶湯とした後）で「飲料及び飲料水」の限度量を適用す
る

類型検査ロット数
（2011年3月15日～
2024年12月29日）

類型検査ロット数
（2024年1月1日～
2024年12月29日）

類別

66,8285,832水産品

15,4591,137果物

7,327400野菜

6,359515乳製品

2,057252天然水と飲料水

18.797884ベビーフード

3,943187海藻類

22,4342,249茶葉類

105,04013,163その他の食品

248,244*24,619総計

*微量の放射線が検出されたのは255サンプルで、台湾や日本の基準を超えていなかった
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＜参考＞台湾向け輸出水産食品に係る新規制 ※施行日は未定

 2022年７月に衛生福利部は、台湾向けに輸出される水産食品に対して、取扱施設の台湾当局による承認及び衛生証明書
の添付を求める新たな規制案について、パブリックコメントを実施。

 本規制案の施行日は、2024年1月1日とされていたが、現在、延期中（施行日は未定）。

現状

不要施設認定

必要
（貝類及び貝類加工品のみ）衛生証明書

下記いずれかに該当する施設であり、水産食品の供給過程に関与
する全ての施設 品名HSコード

魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎
動物03

魚（調製し又は保存に適する処理をしたものに限る）、
キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物1604

甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物（調
製し又は保存に適する処理をしたものに限る。）1605

※2 該当する水産食品※1 取扱施設

養殖施設（海面、陸上）

加工施設
（加工には洗浄・内臓の除去・凍結処理・包装等を含む）

水産食品の加工を行う船舶
（もっぱら漁獲又は運搬を行う船舶を除く）

保管施設（冷凍庫、冷蔵庫、倉庫）

※農林水産省HPにて、台湾側に承認された登録施設について掲載
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/tw2210.html

施行後

必要※1施設認定

必要
（全ての水産食品※2）衛生証明書

施行

（出所）農林水産省、台湾衛生福利部食品藥物管理署等、公開情報
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ー鶏肉不可
ー豚肉

ー殻付き卵

「台湾向け輸出牛肉の取扱要綱」で定められた
「食肉衛生証明書」および施設認定も必要

牛肉※1可
「輸出検疫証明
書」が必要 「台湾向け輸出牛肉製品の取扱要綱」で定めら

れた「原料食肉証明書」及び「食肉衛生証明
書」および施設認定も必要

牛肉製品
※1

「台湾向け輸出牛肉製品の取扱要綱」で定めら
れた「衛生証明書等」および施設認定も必要

豚肉製品
※1

乳・乳製品に対し、自治体において発行する「食
品衛生に関する証明書」の添付も必要

乳、乳製
品※1

トマト果菜類不可
りんご、なし、もも、すもも
二国間合意に基づく特別な検疫条件を満
たしたもののみ※2

果物可
「植物検疫証明
書」
が必要 柿、キウイ、さくらんぼ、びわ、ぶどう、温州ミ

カン
果物

イチゴ、カボチャ、キュウリ、すいか、トウガラシ、
ピーマン、メロン、キャベツ、ネギ、みょうが、レ
タス

果菜類

サツマイモ、生姜、ダイコン、玉ねぎ、ナガイモ、
ニンジン、わさび

根菜類

玄米米

④ 動植物検疫規制

 動植物又は動植物製品については、「動物伝染病予防条例」、「植物防疫検疫法」及び「中華民國輸入植物或植物產品檢
疫規定」等の関連規定に従い動植物検疫を申請し、承認を得なければならない。また、原則として検疫対象物を郵便で送るこ
とはできない。尚、植物製品については、植物検疫証明書があれば郵送可能なものもある。

 輸出の可否、輸出検疫証明書や植物検疫証明書の要否、その他輸出施設の認定など事前に輸出に必要な手続を確認する
ことが重要である。

 畜肉エキスを含む製品は、動物検疫規制の観点で規制あり*。

植物検疫対象品目（貨物）

（出所）台湾農業部 動植物防疫検疫署等、公開情報

※2 生産園地と選果梱包施設の登録、当該登録施設での選果・こん包（必
要に応じ台湾側検査官による当該施設の査察）も必要

動物検疫規制対象品目

※1 農林資産省HP 証明書や施設認定の申請
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/yusyutu_shinsei_asia.html#taiwan

*詳細は、農林水産省HPの以下リンク先をご参照
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/attach/pdf/230209-
8.pdf
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⑤ 容器包装、食品表示規制（一般）

 食品及び食品原料の容器又は包装には、食品安全衛生管理法第22条に定める項目（下段参照）を中国語（繁体字）及
び通用符号を用いて明確に表示しなければならない。

 原材料について、日本よりも詳細に記す必要があり、例えば、醤油は「醬油（大豆、小麦、食塩）」等、原料を遡って記す必要
がある。添加物においても「酸味料（クエン酸）」等、物質名まで記す必要がある。これは「展開」と呼ばれており、製造メーカーの
協力が必要不可欠な作業であるとともに、輸出に携わる事業者が直面している課題である。なお、当作業を通して、台湾の規制
対象になる原料があれば、輸入の断念を余儀なくされることがある。

 その他、瓶詰めなどの密封包装食品は①蓋の重量、②瓶の材質および重量を台湾環境部へ報告する必要がある。

「食品安全衛生管理法第22条」で定められた表示内容

（出所）台湾衛生福利部食品藥物管理署、台湾環境部

原材料表示における要求事項

内容No.内容No.

原産地 （国） *6品名1

有効期限7内容物の名称
2種類以上の材料が混合物されている場合、含有量の多い順より表示しなければならない2

栄養表示8正味重量、容量または数量3

遺伝子組み換え食品の原材料9食品添加物の名称
2種類以上の食品添加物を混合した場合、各添加物の名称を表示しなければならない4

その他中央主管機関より指定された項目10
製造メーカーまたは国内担当メーカーの名称、電話番号および住所
台湾内で農産物の生産検証を通過した者は、トレース可能な出所を表示しなければならない
中央の農業主管機関が公告した生産システムを有する者は、製造システムを表示しなければならない

5

日本から台湾に輸入された食品のラベル
日本では記載不要の「醤油」や「発酵調味料」に関しても原材料まで明確に記載する必要がある

*台湾当局は台湾で流通する日本産食品に対して、国名だ
けでなく都道府県単位の産地表示を求めている。
https://www.foodlabel.org.tw/FdaFrontEndApp/L
aw/Edit?SystemId=6a595f19-ebb7-481b-b44e-
6ed197e86306&clPublishStatus=2
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 一部の品目を除くすべての包装済み食品に対し、 「包装食品栄養表示に関する順守事項（ 「包裝食品營養標示應遵行事
項」部分規定）」に基づく栄養表示が義務付けられている（下段表を参照）。

 日本で義務付けられる「熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム」のほか「飽和脂肪酸、トランス脂肪酸、糖類含有量」の
表示も求められている。

⑤ 容器包装、食品表示規制（栄養表示）

栄養表示が免除されている対象食品

「包装食品栄養表示に関する順守事項」で表示を義務付けられている栄養素

内容No.

「栄養表示」の表題1

食品単位当たり（または1食分当たり、1個当たり）○グラム（またはミリリットル）、本包装○個入り2

「1個当たり（もしくは食品単位当たり、1食分当たり）」「100グラム（もしくはミリリットル）当たり」または「1個当たり（もしくは食品
単位当たり、1食分当たり）」「１日当たりの摂取目安量に占める割合」3

熱量4

タンパク質含有量5

脂質、飽和脂肪（または飽和脂肪酸）*、トランス脂肪（またはトランス脂肪酸）含有量*6

炭水化物、糖類含有量*7

ナトリウム含有量8

内容No.

飲料水、ミネラルウォーター、水1

生鮮、冷蔵、冷凍の果物、野菜、肉、鶏肉、卵、液体卵、他の成分を含まないシーフード2

他の成分を含まない醸造に使用される茶葉、コーヒー、乾燥豆、小麦、その他のハーブや花、果物および種子3

香料に使用される香辛料および加熱済み包装香辛料4

塩および塩代替物5

他の食品の栄養表示におけるカロリーおよび栄養素含有量が「包装済み食品の栄養表示に関する規制」の基準を満たしている場
合、「0」と表示される場合がある6

企業間取引（BtoB）包装済み食品および食品原材料7

（出所）台湾衛生福利部食品藥物管理署、消費者庁

一般的な栄養表示の様式

• 「食品単位あたり（または1食分あたり、1個あ
たり）」および「100グラム（またはミリリットル）
当たり」で表示のうえで、その製品1包装に含ま
れる個数を注記する必要がある。

• 上記事例のほか、「食品単位当たり（または1
包、1食分当たり）」およびそれが提供する「1
日当たりの摂取目安量に占める割合」で表示し
、かつ製品の1包装に含まれる個数を注記する
様式もある。

* 日本では表示を義務付けられていない栄養素
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⑤ 容器包装、食品表示規制（アレルゲン、素食、遺伝子組み換え表示）

 アレルゲンは、「食品アレルゲン表示規定（食品過敏原標示規定）」に基づき、11 品目について表示が求められている。

 素食（ベジタリアン）は、「包装食品に菜食主義を掲げる表示規定（包裝食品宣稱為素食之標示規定）」に基づき、素食の
分類について、食品メーカーに対して製品パッケージへの表示が求められている。

 遺伝子組換え製品は、「遺伝子組み換え食品表示規定（包裝食品含基因改造食品原料標示應遵行事項）」に基づき、遺
伝子組み換え製品を直接使用した一次製品を3％以上含む食品に対して表示が求められている。

項目

甲殻類およびその製品1

マンゴーおよびその製品2

落花生およびその製品3

牛乳、ヤギ乳およびその製品。ただし、牛乳、ヤギ乳から得たラクチトールについては、この限りでない。4

卵およびその製品5

ナッツ類およびその製品6

胡麻およびその製品7

グルテンを含む穀物及びその製品。ただし、穀類から得られたグルコースシロップ、マルトデキストリン、酒類につ
いては、この限りでない。

8

大豆およびその製品。ただし、大豆から得られた精製度の高いまたは純化された大豆油 （脂） 、混合形式
のトコフェロールおよびその誘導体、植物ステロール、植物ステロールエステルはこの限りではない。

9

魚類およびその製品。ただし、魚類及びその製品、ただしビタミン製剤やカロテノイド製剤の担体又は酒類の清
澄剤 として用いる魚類から得られたゼラチンはこの限りではない。

1
0

亜硫酸塩類等を使用し、その最終製品中に二酸化硫黄として１Kgあたり10ミリグラム以上残留している製
品

1
1

• アレルゲンを明記する文言として「本製品には○○が含まれる」、「本製品には○○が含まれるため、アレルギーのある人には適
さない」またはこれと類似する内容を表示しなければならない。

• 品名に「〇〇」と明記する方法で表示する場合には、製品に含まれるアレルギー性のある内容物を全て品名に明記しなければ
ならない。

台湾における素食（ベジタリアン）定義

参考訳種類

ヴィーガン全素或純素

卵・菜食蛋素

乳・菜食奶素

卵と乳・菜食奶蛋素

五葷*（ごくん）・菜食植物五辛素

台湾における遺伝子組み換え定義

内容

• 遺伝子組み換え製品を直接使用した一次製品を3％以上含む食品には、 遺
伝子組み換え表示をつける必要がある。

• 遺伝子組み換え製品を直接使用した一次製品から作られる二次製品（コーン
シロップを含む飲料等、DNA断片やタンパク質を含まないもの）は免除されるが、
「本製品の加工原料の中に遺伝子改造○○がありますが、すでに遺伝子改造
成分は含まれていません。」等の文言を表示する必要あり。

• 表示規則では、字体の高さと幅は 2mm未満であってはならず、「遺伝子操
作」、「遺伝子組み換え」又は「遺伝子を使って○○を改造する」の文字のみを
その他の文字と明らかに区別しなければならない。

（出所）台湾衛生福利部食品藥物管理署

*ネギ、タマネギ、ニンニク、ニラ、ラッキョウなど

台湾におけるアレルゲン表示義務品目



44

1. 台湾の農林水産物・食品市場動向 2. 台湾の農林水産物・食品に係る主な規制

44

⑥ 有機農林水産物に関する規制
 台湾の有機認証制度の対象は、農産品、畜産品、水産品、加工品。

 そのうち、日本の有機認証制度（有機JAS認証）と同等性の相互承認を行っている品目（有機農産物及び有機農産物加
工品（酒類含む） ）については、有機JAS認証を取得したものは、台湾の有機認証※を取得しなくても「有機」表示可能。

（出所）台湾農業部農糧署、公開情報

有機農産物

有機酒類 有機JASマーク

製品が対象範囲内かどうか（左の対象範囲、生産基準を参照）。

有機同等性を利用した有機製品の輸出に当たっては、当該有機製品の認
証事業者を認証している機関による証明書が必要となることから、具体的な手
続きについては、農林水産省HPを参照。
※https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/yuuki.html

有機同等性を利用して輸出する場合の注意事項

対象範囲

有機JAS制度に基づき、日本国内で生産・加工された有機農産物及び有機
農産物加工食品。転換期間中の有機農産物及び有機農産物を原料とした
有機農産物加工食品、種子・種苗は対象外

生産基準

 有機農産物の日本農林規格
（平成17年10月27日農水省告示1605号）

 有機加工食品の日本農林規格
（令和4年9月1日財務省・農林水産省告示第18号）

対象範囲

有機JAS制度に基づき、日本国内で生産・加工され、有機農産物加工食品
として格付がされた有機酒類

生産基準

 有機加工食品の日本農林規格
（令和4年9月1日財務省・農林水産省告示第18号）

台湾の有機農産品ロゴ

（注）有機同等性を利用して日本から輸出する場合、
台湾の有機マークを貼付することはできない。
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現地企業の声⑤ 台湾の人々の健康と食の発展に貢献

台湾で人気オリジナルレシピ
「マイタケのピリ辛炒め」（上）

「アヒルの塩漬け玉子とまいたけの炒め」（下）
展開するレシピは350種類にも及ぶ。

「好菇道」ブランドで健康と食の発展に貢献
「おいしいキノコはホクト♪」のCMでお馴染みのホクト株式会社。台湾では、2007年に屏東県にあ

る台湾グリーン・バイオパークに日本企業として初めて入居。現在はブナシメジとブナピーの生産を手
掛け、日本から直輸入のマイタケを展開している。

台湾ブランドである「好菇道」の認知度を向上すべく、設立当時から広告宣伝費は定額で計上。商品
梱包材には、きのこレシピを紹介するQRコードを貼り付けたり、テレビCM、SNSでの宣伝活動を展開
する等の取り組みを図ったところ、好菇道ブランドの消費者認知度は98%に達した。

日本と異なり、台湾では宣伝時に商品に「健康」、「ビタミンB群を豊富に含む」 等の表現を用いる
ことは禁止されているため、栄養価やレシピ訴求の為の食育イベント等も積極的に行う。

衛生および安全面にも細心の注意を払う。工場内を清潔に保つことや、常夏の気候で発生する害虫や
ネズミの侵入を防ぐ為に、工場の随所に捕虫設備を備えて付け、捕虫された虫の種類を定期的に分析し、
対策を立てる上で分析結果を活用している。又、肥料となる培地は、高温殺菌にて滅菌処理をする等の
工程を通じて食の安全を担保している。包装工程では金属探知機を備えており、SGSの運用検査基準を
順守して運用する等、安心・安全な食品を消費者に届けるための対策を徹底的に講じている。

実直な取り組みは奏功し、2023年現在年間生産量は3,100トンと創業時の3倍にまで成⾧。台湾では
馴染みのなかったマイタケも、台湾オリジナルレシピを打ち出す等の工夫をこらし、年間180トンの輸
入量を誇る。街では子供たちが「好菇道」 CMソングを口ずさみ、家庭の食卓にはブナシメジやブナ
ピー、マイタケの新レシピが本日も並ぶ。これからもキノコの魅力を訴求しながら、台湾の人々の健康
と食の発展に貢献していく。

台灣北斗生技股份有限公司
（日本本社:株式会社ホクト）

（写真提供）台灣北斗生技股份有限公司
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